
 
加齢に伴う身体機能の低下を自覚し、自動車の運転に不安を感じ

ている方は、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速制御
装置などの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれる

車「安全運転サポート車」に乗ることを検討してはいかがでしょうか。 

 
国土交通省の先進安全技術に関する性能認定を受けた自動車 

（令和２年度以降に製造されたサポカーの一部） 
あるいは 

令和３年 11月以降にフルモデルチェンジされた自動車 
に限って運転するのであれば、 

 
 

 

 

 

 

サポートカー限定条件を解除したい場合（有料） 

サポートカー限定を解除したい場合は、公安委員会の審査（指定自動車教習所において限定解除のための教

習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。）を受ける必要があります。   

 

サポートカー限定免許とする場合、普通免許以上の四輪車の免許は現行の普通免許（車両総重量 3.5 トン未

満かつ最大積載量 2 トン未満で乗車定員 10 人以下）に変更となります。サポートカー限定条件を解除する審

査を受けた場合、サポートカー限定申請前の運転免許が普通免許を超える免許を持っていた場合でも、免許の

種類は普通免許となります。 

 

 

 

 

 

あなたのサポートカーが対象であることを確認してください 
申請をお考えの方は、事前に運転しようとする車両が 

サポートカー限定条件免許の対象車両であることを 

警察庁ホームページでよく確認してください。                

   

 

 

 

【問い合わせ先】 
香川県運転免許センター 

087－881－0645 


